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平成３１年第１０回公安委員会会議録

自午後１時３０分

日 時 ４月４日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後４時００分

公安委員 高木委員長 原委員 山本委員 小野委員 下山委員

会 議

本部長 警務部長 生活安全部長 刑事部長

出席者 警察職員

交通部参事官 警備部長 情報通信部長

第１ 定例会議

１ 松橋事件の再審無罪判決について

(1) 判決宣告日時

平成３１年３月２８日 午前１０時

(2) 裁判長

熊本地方裁判所 溝國 禎久

(3) 判決要旨

ア 主文

本件公訴事実中殺人の点については、被告人は無罪。

昭和６１年１２月２２日熊本地方裁判所が言い渡した判決の銃砲刀剣類所持

等取締法違反、火薬類取締法違反の罪につき、被告人を懲役１年に処する。

熊本地方検察庁で保管中のけん銃１丁及び熊本銃砲火薬株式会社で保管中の

けん銃実包５発を没収する。

イ 理由

(ｱ) 殺人の事実について

被告人が被害者殺害の犯人であることを示す証拠はなく、被告人が被害者

を殺害したとは認められない。

被告人の自白については、自白の重要部分に客観的事実との矛盾があると

の疑義が生じたことなどから、その信用性が否定された。

仮に、被告人の自白を、他の確定審で取調べ済みの証拠及び再審請求審で

提出された証拠等と共に採用し、相当の時間を掛けて改めてその信用性を検

討したとしても、検察官による新たな立証がされない以上、客観的事実と矛

盾する疑いがあることを根拠とする再審請求審の判断と異なる結論に至るこ

とは想定し得ない。このような再審開始までの経緯や再審請求審の判断、本

件再審公判の進行に関する当事者の意見に加え、確定判決から非常に長い年

月が経過していることを踏まえると、被告人の自白を、本件再審公判で採用

し、その信用性について改めて検討を加える必要性があるとは考えられない

ことから、検察官が請求した証拠のうち、被告人の自白などを却下した。
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よって、本件公訴事実については、犯罪の証明がないから、無罪を言い渡

すこととなる。

(ｲ) 銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反について

確定判決が認定した事実を前提として、その宣告当時の法令を適用し、当

時認められた諸般の量刑事情を基礎として、当時であればどのような量刑が

されたのかを想定して刑を定めた。

(4) その他

同日、熊地検は上訴権を放棄したことにより、判決は確定した。

【委員からの質問等】

委員から「教訓とすることは何かあるのか」旨の発言があり、警察から「有罪

を得るために、より慎重に捜査を行っていかなければならない。更に重要事件で

は本部と警察署がより緊密に連携し、本部からも必要な指導をすることが非常に

大事であるかと考えている」旨の説明があった。

２ 八代市二見洲口町における親子間殺人事件の発生・検挙について

平成３１年３月２２日（金）、八代市で発生した殺人事件につき、同日、被疑

者Ａ（無職、６３歳）を殺人罪で通常逮捕した。

【委員からの質問等】

委員から「身につまされる事件であるが、行政に警察から当たることはあるの

か」旨の発言があり、警察から「以前、介護施設で事件があった際に情報交換を

行っており、今回も当然行うべきものと考えている」旨の説明があった。

第２ 報告・決裁等

１ 沖縄県公安委員会からの援助要求の決裁

組織犯罪対策課次席から説明があり、決裁が行われた。

２ 平成３１年第９回公安委員会会議録の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

３ 審査請求(H３０№６)終結等の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

４ 審査請求(H３０№６)審理経過調書作成の報告

公安委員会事務室から報告が行われた。

５ 第３１回九州管区内公安委員会連絡会議協議テーマ等の選定について

公安委員会事務室から説明があり、選定が行われた。


